
専門部会の設置について(案) 

 

南方地域開校準備委員会（以下「委員会」という。）は、登米市開校準備委

員会設置要綱（以下「要綱」という。）第９条第１項の規定に基づき、南方地

域における統合小学校の開校について、具体的な事項を協議及び検討するた

め、下記のとおり専門部会（以下「部会」という。）を設置する。  

 

１ 部会の名称及び協議・検討事項  

(1) ○○部会  

 

 

(2) □□部会  

 

 

(3) △△部会  

 

 

(4) ◇◇部会  

 

 

２ 部会員  

部会員は、各小学校の校長、校長が指名した教職員、ＰＴＡから選出さ

れた保護者及びその他各小学校の校長が必要と認める者とする。ただし、

校長が部会員となるのは、各小学校の校長が必要と認める場合に限る。  

 

３ 部会長、副部会長及びその他の職  

(1) 部会には、部会ごとに部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によ

り選出する。  

(2) 部会長は、部会を総括するものとし、副部会長は、部会長を補佐し、

部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理

する。  

(3) 部会には、部会ごとに庶務担当者を置く。  

 

４ 部会の会議  

(1) 部会の会議は部会長が招集する。ただし、設置後最初の会議はこの限

りではない。  

(2) 部会の会議は部会長が議長となる。  

(3) 部会長の要請があった場合又は教育委員会が必要と判断した場合は、
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説明員を出席させることができるものとする。  

 

５ 連絡会議  

(1) 部会間の情報共有や検討事項の調整が必要な場合、連絡会議を開催

する。  

(2) 連絡会議は、各小学校の校長、部会長、幹事で組織し、幹事は各小学

校の教頭とする。  

(3) 会議は、幹事が調整の上、開催し、議長は各小学校の校長の輪番とす

る。  

 

６ 委員会への報告  

(1) 要綱第９条第２項の規定に基づき、協議及び検討の結果を委員会に

報告する。  

(2) 報告は書面によるものとし、各部会から指定の報告様式に関係資料

を添付し、委員会に提出する。  

(3) 報告内容に係る委員会での意見や質問は、教育委員会から各部会長

に伝達する。  

(4) 連絡会議を開催した場合にも、同様に報告することとする。  

(5) 部会が委員会に意見を求める場合には、報告様式に意見集約の旨を

記載し、教育委員会において、委員会の意見を聴取し、部会に報告する。 

 

（専門部会の組織図）  
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【連絡会議】

・各小学校の校長先生、部会長、幹事で組織

（幹事は、各小学校の教頭先生にお願いする。）

・部会間の情報共有及び検討事項の調整が目的。

・開催状況や検討状況は、部会同様に開校準備委員

会に報告。

  


